
大阪府立山本高等学校PTA会則

第1章 名 称

第1条 この会は大阪府立山本高等学校PTAという。

第2章 目 的

第2条 この会は保護者と教職員との協力により、生徒の福祉増進、家庭教育の充実と真
の民主的教育の樹立をはかることを目的とする。

第3章 方 針

第3条 この会は前条の目的を達成する為に教育を本旨とする民主的団体として活動し、
� 他の如何なる団体の支配や干渉をも受けず、また学校の管理運営には一切干渉し

ない。

第4章 会 員

第4条 この会の会員は次の通りとする。

1．この学校に在籍する生徒の保護者

2．この学校の校長及び教職員

第5条 会員はすべて会費を納めるものとする。

第5章 会 計

第6条 この会の経費は会費、事業収入及び寄附金で支弁する◎

第7条 保護者の会費は生徒1人あたり年額4千円とし、教職員についても同額とする◎
第8条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 執 行 委 員

第9条 1．この会の執行委員は次の通りとし、任期は1年とする。但し再任を妨げない。
（1）会 長 1名 保護者

（2）副会長 若干名 保護者

（3）書 記 2名

（4）会 計 1名

2．執行委員の任務は次の通りとする。

（1）会長は会を代表し、総会、集会を招集する。

（2）副会長は会長を補佐し会長不在のときはこれを代行する。

（3）書記はすべての会合の活動状況を記録し、各会合の通知を発送する。
（4）会計はすべての収入支出を記録し、適宜総会に報告する。

執行委員の選出は次の通りとする。

1．次年度執行委員の候補者を定めるために、本年度執行委員、各学年委員長
3名、および教職員の中から選出された2名からなる指名委員会を設ける。

2．指名委員会はその委員長を互選によって決定し、委員長はこの会を司会する。
この会は執行委員候補者を推薦し､執行委員改選の総会前に全会員に通知する。

3．会員は、指名委員会が推薦する候補者以外の者を執行委員の候補者に推薦し、
また執行委員に立候補することができる。この場合、執行委員改選の総会の

第10条
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5日前までに指名委員会に届け出なければならない。

指名委員会及び会員が執行委員の候補者を推薦する場合には、事前に本人

の同意を得なければならない。

執行委員改選の総会は年度当初に開き、指名委員会よりの推薦候補者のみ

の場合は総会の承認により執行委員を決定し、他に立候補のある場合は出

席会員による無記名投票の多数決によってこれを決定する。

指名委員会は執行委員選挙の度毎に臨時に設置し、選挙終了後直ちに解散

する。
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第7章 委員会

第11条 この会には次の委員を設ける。

1．会計監査委員

この委員は委員長1名、委員若干名とする。会計監査委員長の選出は第

10条の規定を準用する。委員は学年委員から選出される。この委員は、4

月と11月に年2回会計の監査を行う｡委員長は総会で監査結果を報告する。

2．学年委員

この委員は、各学年を代表する委員長（学年委員長という）計3名、各

学年生徒の保護者から各10名程度とする。委員長の選出は、第10条の規

定を準用する。委員は委員長が委嘱する。この委員は、学校と家庭との連

絡を密にし、教育の向上について学校に協力する。

第12条 1．執行委員会は執行委員、会計監査委員長、校長並びに教職員若干名で構

成し、この会の総合的運営にあたる。

2．学年委員会は執行委員、会計監査委員長、学年委員、担当教職員をもっ

て術成し集会を行う。

第8章 総 会

第13条 総会はこの会の最高議決機関で、毎年1回以上開き年間事業計画、予算の審

議決定、決算報告の承認並びに役員の選出、その他重要事項を取り上げる。総

会の定足数は全会員数の10分の1とし、その議決は出席会員の多数決による。

第9章 会則改正
↓

第14条 この会則は総会で出席会員の3分の2以上の賛成により改正することができる。

（付 則 ） この会則は、令和2年7月14日から施行する。
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